
「雇用就農資金」（雇用就農者育成・独立支援タイプ） 
令和５年度第３回 事業要件（募集要領より抜粋） 

一般社団法人全国農業会議所 

  雇用就農資金を実施するためには、次の要件の全てを満たす必要があります。 

１ 農業法人等の要件 

ア おおむね年間を通じて農業を営み、本支援終了後も継続して農業経営を行う事業体（農業

法人、農業者、農業サービス事業体等）又は新規就農者を雇用して技術を習得させる機関で

あること。

当該事業体のうち、「農業法人」及び「農業者」は、農業生産による農畜産物（当該農業 

法人及び農業者が生産した農畜産物を原料とした加工品を含む。）の販売収入のある者とす

る。また、「農業サービス事業体」は、酪農ヘルパーやコントラクター等の農業生産に必要な

作業の一部をおおむね年間を通じて請け負う事業体とし、選果場や集出荷場等の単純作業の

みを行う事業体は含まない。 

「新規就農者を雇用して技術を習得させる機関」は、当該機関の定款、規約・設置要領等

において、就農希望者に対する研修の実施について明記している機関とする。 

イ 農畜産物の生産（当該農業法人等が生産した農畜産物の加工・販売を含む。）に従事する

者を新たに雇用し、就農に必要な作物の栽培管理技術、家畜の飼養技術、経営ノウハウ、農

産加工技術、販路開拓手法、販売接客能力等の農業生産に必要な能力を身につけさせるため

の実践的な研修を行うことができ、かつ、経営開始資金又は農業次世代人材投資資金（経営

開始型）の交付期間中ではないこと。

なお、研修はおおむね年間３００時間以上行うこととし、作物の栽培管理技術又は家畜の

飼養技術は必須とする。また、支援終了後に独立することを前提とした法人等雇用就農者（以

下「期限付き就農者」という。）に対しては、これに加え経営ノウハウを身に付けるための研

修の実施を必須とする。 

ウ 法人等雇用就農者に対して、十分な指導を行うことが出来る指導者（以下「研修指導者」

という。）を置くこと。なお、必要に応じて複数の研修指導者を置くことができる。研修指

導者は、当該農業法人等の役員（経営者本人を含む。以下同じ。）又は従業員であり、５年

以上の農業経験を有する者、農業経営改善計画の認定を受けている認定農業者（法人の場合

は代表者に限る。）又は経営開始型の早期経営確立者とする。なお、農業経験には、普及指

導員やＪＡの営農指導員、農業高校・大学校の教職員として指導した経験等を含む。

エ 法人等雇用就農者との間で、正規の従業員（農業法人等の役員等は含まない。以下「正社

員」という。）として期間の定めのない雇用契約を締結すること。ただし、期限付き就農者の

場合は、従業員としての雇用契約の締結で可とする。

オ 生産性が高く人に優しい職場環境作り（以下「農業の「働き方改革」」という。）につい

て、具体的な取組を記載した農業の「働き方改革」実行計画を作成し、公表等の方法により

従業員と共有すること。ただし、既に作成している類似の計画（経営目標等を含む。）があ

り、公表等の方法により従業員と共有している場合はこの限りではない。

カ 従業員が６ヶ月間継続勤務し、その６ヶ月間の全労働日の８割以上を出勤した場合は、１

０日以上の有給休暇を付与すること。また、その後は、勤続年数１年ごとに、その日数に１

日（３年６ヶ月以後は２日）を加算した有給休暇を総日数が２０日に達するまで付与するこ

と。
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キ 以下の全ての項目について、就業規則若しくはこれに準ずるものに規定している、又は支

援開始後１年以内に新たに規定すること。

（ア）労働時間が６時間を超える場合には４５分以上、８時間を超える場合には１時間以上

の休憩を労働時間の途中に確保すること。

（イ）毎週１日以上又は４週間を通じて４日以上の休日を確保すること。

ク 以下の項目のいずれか１つ以上に既に取り組んでいる、又は支援開始後１年以内に新たに

取り組むこと。ただし、イについては、既に取り組んでいる又は支援開始後の決算期までに

取り組むこと。

（ア）就業規則又はこれに準ずるもの（労使協定の締結を含む。）に年間総労働時間（所定

労働時間及び残業時間の合計）を２,４４５時間以内とすることを規定すること。

（イ）従業員の人材育成及び評価の仕組みを整備すること。

（ウ）農業の「働き方改革」に資する施設を整備すること。

※ 上記（ア）～（ウ）について、定められた期限までに取り組んでいない場合は、採択取

消しとなります。

ケ 原則として労働保険（雇用保険及び労働者災害補償保険）に加入させること。また、法人

にあっては、厚生年金保険及び健康保険に加入させること。

なお、労働時間については１週間の所定労働時間が当該農業法人等の他の従業員と同じ（当

該農業法人等の就業実態に即したフルタイムの勤務体系）であることとし、１週間の所定労

働時間（年間を通じた平均。以下同じ。）は３５時間以上であること。ただし、育児・介護

を理由に短時間勤務を実施する場合の１週間の所定労働時間（年間を通じた平均）について

は、２０時間以上で可とする。また、法人等雇用就農者が障がい者の場合は、１週間の所定

労働時間は２０時間以上で可とする。なお、１週間の所定労働時間がこれらに満たないやむ

を得ない事情があると全国農業会議所が認める場合はこの限りではない。 

コ 常時１０人以上の従業員を雇用する農業法人等は、就業規則を定めていること。

サ 労働基準法等で定められた管理帳簿（出退勤・休憩の時間が記された出勤簿、賃金台帳、

労働者名簿のいわゆる法定３帳簿）を整備していること。

シ 過去に、雇用及び研修に関して法令に違反したこと、虚偽の報告等本事業等に関する不正

を理由に事業の取消や事業申請の不採択を受けたこと等のトラブルがないこと。ただし、当

該トラブルが既に是正され、１年を経過している場合はこの限りではない。なお、「雇用及

び研修に関して法令に違反したこと」とは、雇用契約の違反等により労働基準監督署から指

摘されたこと等があるものとする。

ス 過去に要件違反等に該当したことにより、全国農業会議所に返還すべき助成金がないこと。 

セ 本事業に係る法人等雇用就農者について、今回締結した雇用契約より前に正社員としての

雇用関係がないこと。ただし、新たに農業に参入した法人であって参入以前に雇用関係があ

る場合はこの限りではない。

ソ 本事業において実施する法人等雇用就農者の就農状況等の調査について、事業期間中、事

業終了直後及び事業終了１年後に報告することを確約していること。

タ 法人等雇用就農者の雇用を理由として、本事業の支援期間と重複する期間を対象とした国

による法人等雇用就農者の人件費に対する助成、雇用奨励金、研修の実施に対する助成など

を受給していないこと。なお、本事業の支援開始後に国からの助成等を受ける場合は、本支

援との重複がないか確認するため、事前に都道府県農業会議等に相談すること。

チ 農業法人等において、過去に本事業等の法人等雇用就農者又は研修生（以下「法人等雇用

就農者等」という。）として、本事業による事業実施年度の５ヶ年度前から前年度までに支

援対象となった法人等雇用就農者等（以下「過去に受け入れた法人等雇用就農者等」という。）

の数が２人以上いる場合、事業申請時において農業に従事している法人等雇用就農者等の数

が、過去に受け入れた法人等雇用就農者等の数の２分の１以上であること。ただし、法人等

雇用就農者等が多様な人材である場合、又は法人等雇用就農者等の死亡若しくは天災その他

やむを得ない事情によるものと全国農業会議所が認めた場合は、過去に受け入れた法人等雇

92



用就農者等から除くことができるものとする。

ツ 農業法人等の研修指導者等は、雇用就農者の育成強化に資する研修又はセミナーを内容に

組み入れた指導者養成研修会に出席すること（同一年度中に既に本事業の指導者養成研修会

に出席している場合はこの限りではない。）。また、法人等雇用就農者を事業説明・研修会

に出席させること。

テ 研修内容等を就農に関するポータルサイトに掲載していること。（Ⅶその他の１を参照）

ト 期限付き就農者を雇用して研修を実施する場合は、独立に向けた期限付き就農者のサポー

トに努めること。

ナ 全国農業会議所又は都道府県農業会議等から事業実施状況及び関係書類等の確認を求めら

れた場合は、これに協力すること。また、農業法人等は、全国農業会議所又は都道府県農業

会議等から事業を適切に実施するための指導等を受けた場合は、これに従うこと。

ニ 支援期間中に、法人等雇用就農者に対して日本農業技術検定等の検定試験を受験させる、

又はその他の手法により技術習得状況の確認に努めること。

２ 法人等雇用就農者の要件 

ア 就農意欲を有し、本事業での支援終了後も継続して就農する又は独立する強い意志があり、

正社員（期限付き就農者の場合は従業員で可。以下同じ。）としての採用時の年齢が５０歳

未満の者であること。

就農の意志等は、事業申請書（様式第２号）の記載内容、法人等雇用就農者の履歴書等に

より判断する。

イ ２０２３年２月１日から２０２３年１０月１日までに農業法人等で正社員として就業を開

始しており、支援開始日時点で正社員としての就業期間が４ヶ月以上１２ヶ月未満を経過し

ている者であること。

なお、本事業の対象となる法人等雇用就農者を、厚生労働省が実施する「トライアル雇用

制度」等を活用後、支援開始日（２０２４年２月１日）までに正社員（期間の定めのない雇

用契約）として雇用している場合は、その期間を正社員としての就業期間に含めることがで

きるものとする。 

ウ 主に農畜産物の生産（当該農業法人等で生産された農畜産物の加工・販売を含む。）に関

する業務に従事する者であること。

エ 過去の農業就業期間等（農業法人等の従業員（パート、期間雇用、季節雇用、アルバイト

を含む。）及び研修受講生として農業生産に従事した期間並びに自営農業に従事した期間の

合計とし、農業高校、農業大学校等における修学期間は含めない。以下同じ。）が正社員採

用日時点で５年以内の者であり、就業にあたり研修実施が必要であると事業推進委員会が認

めた者であること。

オ 本事業において事業期間中、事業終了直後及び事業終了１年後に実施する法人等雇用就農

者の就農状況等の調査について協力することを確約していること。

カ 農業法人等の代表者の親族（３親等以内）でないこと。ただし、以下のいずれかの場合は

この限りではない。

（ア） 集落営農組織（農業経営基盤強化促進法第２３条第４項に定める特定農業団体又は

特定農業団体に準じる組織をいう。）で、その代表者と同居していない者が採用される場

合。

（イ） 親族以外の雇用保険被保険者がいる雇用保険適用事業所で、その代表者と同居して

いない者が採用され、他の従業員と同等の雇用条件である場合。

キ 法人等雇用就農者が外国人の場合は、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配

偶者等」、「定住者」又は「特別永住者」の在留資格を有する者であること。

ク 過去に本事業等に採択されていないこと。

ただし、過去に当該事業で採択された場合であっても、助成を受けずに事業を中止した場
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合又は取り下げた場合若しくは中止した場合の理由が法人等雇用就農者の責めに帰すべき理

由による解雇若しくは法人等雇用就農者の都合による離職以外の理由であると全国農業会議

所が認めた場合はこの限りではない。なお、この場合の助成対象期間は、本事業の助成対象

期間から過去に当該事業の助成を受けた期間を引いた期間とするが、過去に当該事業の助成

を受けて研修していた農業法人等の耕種農業・畜産農業の営農類型（日本標準産業分類に準

拠。以下同じ。）と新たに雇用された農業法人等の営農類型が異なる場合はこの限りではな

い。 

ケ 過去に就農準備資金、農業次世代人材投資資金（準備型。平成 28 年度以前の青年就農給付

金の準備型を含む。）、就職氷河期世代の新規就農促進事業、新規就農促進研修支援事業又

は就農準備支援事業の交付を受けて研修していないこと。

ただし、過去に当該事業の交付を受けて研修していた農業法人等の耕種農業･畜産農業の営

農類型と新たに雇用された農業法人等の営農類型が異なる場合及び道府県の農業大学校等の

農業経営者育成教育機関で当該事業の交付を受けて研修していた場合はこの限りではない。 

コ 全国農業会議所又は都道府県農業会議等から事業実施状況の確認を求められた場合は、こ

れに協力すること。また、法人等雇用就農者は、全国農業会議所又は都道府県農業会議等か

ら事業を適切に実施するための指導等を受けた場合は、これに従うこと。

３ 補完雇用就農者の要件 

  農業法人等が、過去に本事業の支援対象となった法人等雇用就農者が離農した場合に、新た

に本事業の支援を受けるために当該離農者分にあたる新規就農者として雇用する者（補完雇用

就農者）は、次の事項を全て満たさなければならない。 

ア 当該農業法人等において初めて本事業の支援対象となった法人等雇用就農者のうち採用日

が最も早い者の採用日以降に、当該農業法人等との間で正社員として期間の定めのない雇用

契約を締結して採用された者であること。ただし、当該就農者が独立等することを前提とし

ている場合は、従業員としての雇用契約の締結で可とする。

イ アの採用日時点で原則５０歳未満であること。

ウ 雇用保険及び労働者災害補償保険に加入していること。また、雇用元が法人の場合は、厚

生年金保険及び健康保険に加入していること。

エ 主に農畜産物の生産（当該農業法人等で生産された農畜産物の加工・販売を含む。）に関

する業務に従事し、１週間の所定労働時間が３５時間以上であること。ただし、当該就農者

が障がい者の場合は、１週間の所定労働時間は２０時間以上で可とする。なお、１週間の所

定労働時間がこれらに満たないやむを得ない事情があると本会が認める場合はこの限りでは

ない。

オ アで締結した雇用契約より前に当該農業法人等との間で正社員としての雇用関係がないこ

と。ただし、当該農業法人等が新たに農業に参入した法人であって参入以前に雇用関係があ

る場合はこの限りではない。

カ 過去の農業就業期間等が５年以内であること。
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